
報第２１号 

 

専決事項の報告について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、請負

契約の変更について別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報

告する。 

 

令和７年１２月９日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

令和７年６月定例議会、令和７年８月臨時議会で議決を得た請負契約の工期を

変更することについて、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告するものである。 



専第１２号 

 

令和７年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事（その１）の 

請負契約の変更に係る専決処分について 

 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和７年

度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事（その１）の請負契約を変更す

ることについて、下記のとおり専決処分する。 

 

令和７年１１月１４日専決 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

記 

 

「５ 工期 契約締結の日から令和８年３月３１日まで」を「５ 工期 契約締結

の日から令和８年１２月２１日まで」に変更する。 



報第２２号 

 

専決事項の報告について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、請負

契約の変更について別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報

告する。 

 

令和７年１２月９日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

令和７年８月臨時議会で議決を得た請負契約の工期を変更することについて、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定

により報告するものである。 



専第１３号 

 

令和７年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事（その８）の 

請負契約の変更に係る専決処分について 

 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和７年

度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事（その８）の請負契約を変更す

ることについて、下記のとおり専決処分する。 

 

令和７年１１月１４日専決 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

記 

 

「５ 工期 契約締結の日から令和８年３月３１日まで」を「５ 工期 契約締結

の日から令和８年１２月２１日まで」に変更する。 



議第９３号 

  

酒田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供 

に関する条例の一部改正について 

  

酒田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定する。 

  

令和７年１２月９日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供 

に関する条例の一部を改正する条例 

  

酒田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７

年条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第１項中「及び市長」を「、市長」に改め、「特定個人番号利用事務」

の次に「並びに市長又は教育委員会が第４項に規定する住登外者宛名情報を利

用して行う法別表の下欄に掲げる事務及び法第９条第１項に規定する準法定事

務」を加え、同条第４項中「前２項」を「第２項及び第３項」に改め、同項を

同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 市長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第９条第１項に

規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、市の事務を処理するた

めに利用する情報システムの機能であって住登外者（市の住民基本台帳に記

録されていない者をいう。以下同じ。）を特定する固有の番号を付番し、管

理するもの（以下「住登外者宛名番号管理機能」という。）による住登外者

の情報の管理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）であって



自らが保有するものを利用することができる。 

別表第１中 

「 

私立幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として市が

実施する事務であって規則で定めるもの 

」 

を 

「 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務で

あって規則で定めるもの 

」 

に改め、同表に次のように加える。 

７ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規則で定めるもの 

別表第２ １の部生活保護法に準じて市が実施する生活に困窮する外国人に

対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるものの款に次のよう

に加える。 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

別表第２ ５の部重度心身障がい者、乳幼児、児童、ひとり親家庭等に対し、

医療費の負担を軽減することを目的として市が実施する事務であって規則で定

めるものの款に次のように加える。 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

別表第２ ６の部を削る。 

別表第３に次のように加える。 

２ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

市長 住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 

附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

 地方公共団体情報システムの標準化等に伴い、所要の改正を行うものである。 



議第９４号 

  

行政組織の改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

  

行政組織の改編に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定する。 

  

令和７年１２月９日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

行政組織の改編に伴う関係条例の整理に関する条例 

  

（酒田市部設置条例の一部改正） 

第１条 酒田市部設置条例（平成１７年条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１号を次のように改める。 

(1) 総務部 

ア 議会及び行政一般に関する事項 

イ 広報及び広聴に関する事項 

ウ 職員の任免及び身分に関する事項 

エ 歳入歳出予算に関する事項 

オ 財産に関する事項 

カ 危機管理及び防災に関する事項 

キ 税に関する事項 

ク 工事の契約及び検査に関する事項 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、他の主管に属さない事項 

第２条第２号ウ中「デジタル変革」を「デジタル戦略」に改め、同条第３

号ウ中「交流、」を削り、同号に次のように加える。 

エ 移住及び定住並びに交流に関する事項 

 （酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 酒田市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４９号）

の一部を次のように改正する。 

別表第３ 等級別基準職務表 ア 行政職給料表等級別基準職務表の表中 



「 

６級 １ 市長公室の室長の職務 

２ 課長の職務 

３ 定期航路事業所の所長の職務 

４ 総合支所の支所長の職務 

５ 議会事務局の次長の職務 

６ 選挙管理委員会事務局の事務局長の職務 

７ 監査委員事務局の事務局長の職務 

８ 農業委員会事務局の事務局長の職務 

９ 図書館の館長の職務 

１０ 各事務部局の主幹の職務 

                          」 

 を 

「 

６級 １ 課長の職務 

２ 定期航路事業所の所長の職務 

３ 総合支所の支所長の職務 

４ 議会事務局の次長の職務 

５ 選挙管理委員会事務局の事務局長の職務 

６ 監査委員事務局の事務局長の職務 

７ 農業委員会事務局の事務局長の職務 

８ 図書館の館長の職務 

９ 各事務部局の主幹の職務 

」 

に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 市の行政組織の改編に伴い、関係条例を整理するものである。 



議第９５号 

 

酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正について 

 

 酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

 

  令和７年１２月９日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子    

 

 

酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例（平成１７年条例第５２号）

の一部を次のように改正する。 

目次中「第１４条」を「第７条」に、「第２章 内国旅行の旅費（第１５

条―第２９条）」を 

「第２章 内国旅行の旅費 

第１節 交通費（第８条―第１２条） 

第２節 宿泊費等（第１３条―第１５条） 

第３節 転居費等（第１６条―第１８条）」に、 

「第３０条」を「第１９条」に、「第３１条―第３４条」を「第２０条―第

２９条」に改める。 

第２条第１項第２号中「以下」の次に「この号において」を加え、同項第

３号中「職員については、その住所又は居所」を「場合又は旅行命令権者

（任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者をいう。以下

同じ。）が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場

所」に、「一時その住所又は居所」を「一時その住所、居所その他旅行命令

権者が認める場所」に改め、同項第５号中「若しくはその扶養親族」を削り、

「根拠地」を「根拠」に改め、同項第６号中「扶養親族」を「家族」に、

「届出をしないが」を「婚姻の届出をしていないが、」に改め、「以下」の

次に「次号において」を加え、「主として職員の収入によって生計を維持し



ている」を「職員と生計を一にする」に改め、同項に次の１号を加える。 

(8) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）

第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める

者（以下この号において「旅行業者等」という。）であって、市と旅行

役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で

定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等

に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約

をいう。次条第７項において同じ。）を締結したものをいう。 

第２条第２項を削る。 

第３条第５項を次のように改める。 

５ 次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該旅

行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要す

る金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。 

(1) 第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができ

る者 次条第３項の規定により旅行命令等の変更（取消しを含む。以下

同じ。）を受け、又は死亡した場合 

(2) 第２項の規定により旅費の支給を受けることができる者 傷病その他

やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合 

(3) 第１項及び第２項（第１号に係る部分に限る。）の規定により旅費の

支給を受けることができる職員 その家族の旅行について第１６条、第

１８条第１項及び第２０条第２項の規定に基づく旅費の支給を受けるこ

とができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない

事情により旅行を中止し、又は変更した場合 

第３条第６項を削り、同条第７項中「交通機関の事故、天災等」を「次に

掲げる事情」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 天災又は交通事故その他の当該者の責めに帰することができない事情 

(2) 前項第３号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における

当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは当該家

族の責めに帰することができない事情 

第３条第７項を同条第６項とし、同条に次の１項を加える。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項に規定する場合において、市が旅行

役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、こ

れらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者

に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

第４条第１項中「任命権者又はその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」



という。）」を「旅行命令権者」に改め、「旅行依頼（以下」の次に「この

条及び次条において」を加え、同条第３項中「を変更（取消しを含む。以下

同じ。）」を「の変更を」に、「これを変更する」を「その変更をする」に

改め、同条第４項本文中「これを変更する」を「その変更をする」に改め、

「以下」の次に「この条において」を加え、「、これ」を「、当該事項」に

改め、同条第５項中「及び」を「、記録事項及び」に改める。 

第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に改める。 

第６条及び第７条を次のように改める。 

（旅費の計算） 

第６条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとしてその種目及

び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に

よって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その

現によった経路及び方法によって計算する。 

２ 前項に規定する旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の

交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転

費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この条例及び

規則で定めるところによる。 

（旅費の請求手続） 

第７条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者

及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするも

の並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、

所定の請求書（当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。第５項において同じ。）を含む。以下この条において同じ。）

に必要な添付書類を添えて、これを請求しなければならない。この場合に

おいて、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求

に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその添付書類を提出しなかった

ため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部

分の支給又は支払を受けることができない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定

の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければ

ならない。 

３ 旅行者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定



の期間内に、当該過払金を返納しなければならない。 

４ 旅費の支出又は支払をする者は、その支出し、又は支払った概算払に係

る旅費の支給を受けた旅行者が第２項に規定する期間内に旅費の精算をし

なかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合に

は、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額か

ら、当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くこ

とができる。 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的

方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。）をもって

請求することができる。 

６ 前項の規定により請求が電磁的方法により行われたときは、当該旅費の

支出又は支払をする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの

記録がなされたときに請求したものとみなす。 

７ 第１項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項又は記録

事項及び様式、第２項及び第３項に規定する期間、第４項に規定する給与

の種類その他の必要な事項は、規則で定める。 

第８条から第１４条までを削る。 

第２章を次のように改める。 

第２章 内国旅行の旅費 

 第１節 交通費 

（鉄道賃） 

第８条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第

１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道、軌道法（大正１０年法律第７６

号）第１条第１項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及

び第１２条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、

次に掲げる費用（第２号から第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる

運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに

限る。）の額の合計額とする。 

(1) 運賃 

(2) 急行料金 

(3) 寝台料金 

(4) 座席指定料金 

(5) 特別車両料金（規則で定める者に限る。） 

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用 



２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道に

より移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（船賃） 

第９条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第

２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものを

いう。次項及び第１２条において同じ。）を利用する移動に要する費用と

し、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、

第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必

要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 運賃 

(2) 寝台料金 

(3) 座席指定料金 

(4) 特別船室料金（規則で定める者に限る。） 

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶に

より移動する場合には、最下級（規則で定める職員が移動する場合には、

最下級の直近上位の級）の運賃の額とする。 

（航空賃） 

第１０条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条

第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定める

ものをいう。次項及び第１２条において同じ。）を利用する移動に要する

費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、

第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必

要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 運賃 

(2) 座席指定料金 

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機

により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（車賃） 

第１１条 車賃は、自己の所有する自家用自動車を使用する移動に要する費

用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 当該移動に係る路程に応じた費用 

(2) 前号に掲げる費用以外の費用であって、当該移動に直接要する費用 



(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる費用は、自己の所有する自家用自動車を使用して移

動する全路程を通算して計算し、その額は、１キロメートルにつき２２円

とする。この場合において、通算した路程に１キロメートル未満の端数を

生じたときは、これを切り捨てる。 

（その他の交通費） 

第１２条 その他の交通費は、鉄道、船舶、航空機及び自己の所有する自家

用自動車以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費

用（第２号から第４号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするも

のに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる 

一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車によ

り乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車を利用する

移動に要する運賃 

(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の 

用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自

動車を除く。）を利用する移動に要する費用 

(3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項

の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移

動に直接要する費用 

(4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

     第２節 宿泊費等 

（宿泊費） 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務

員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号。以下「法」とい

う。）及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令（令和６年政令第３０６

号。第１５条及び第１６条において「令」という。）第９条本文の規定に

より国家公務員等に支給される宿泊費の額を基準として規則で定める額

（次条において「宿泊費基準額」という。）とする。ただし、当該宿泊に

係る特別な事情がある場合として任命権者が市長と協議して定める場合は、

当該宿泊に要する費用の額とする。 

（包括宿泊費） 

第１４条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われ

る費用とし、その額は、当該移動に係る交通費の額及び当該宿泊に係る宿

泊費基準額の合計額とする。 



（宿泊手当） 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用

とし、その額は、法及び令第１１条の規定により国家公務員等に支給され

る宿泊手当の額を基準として規則で定める１夜当たりの定額とする。 

     第３節 転居費等 

（転居費） 

第１６条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１８条第１項第１号

又は第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、そ

の額は、法及び令第１２条の規定により国家公務員等に支給される転居費

の額を基準として規則で定める方法により算出される額とする。 

（着後滞在費） 

第１７条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、そ

の額は、５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手

当の合計額に相当する額とする。 

（家族移転費） 

第１８条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額

は、次に掲げる額とする。 

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。

以下この号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合

には、家族１人ごとに、職員がその移転をするものとして算出した交通

費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する

額 

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日か

ら１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更

に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転

する場合には、同号の規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある

場合には、前項第２号に規定する期間を延長することができる。 

第３０条の見出しを削り、同条中「外国旅行の諸費支給」を「渡航雑費、

死亡手当その他の外国旅行の旅費の支給」に、「国家公務員等の旅費に関す

る法律（昭和２５年法律第１１４号）の規定の適用を受ける国家公務員の例

による」を「法に定めるところに従い、これを支給する」に改め、同条ただ

し書中「同法」を「法」に改め、第３章中同条を第１９条とする。 

第３１条第１項中「職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行し

た」を「任命権者は、職員が市以外の者から旅費の支給を受ける」に改め、



同条を第２４条とし、第４章中同条の前に次の４条を加える。 

（退職者等の旅費） 

第２０条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、退職等の日の

翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任

の例に準じて規則で定めるものとする。 

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同

項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転

費に相当するものを加えるものとする。 

３ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項

に規定する期間を延長することができる。 

（遺族の旅費） 

第２１条 第３条第２項第２号又は第３号の規定により支給する旅費は、出

張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。 

（証人等の旅費） 

第２２条 第３条第４項の規定により支給する旅費は、規則で定めるものと

する。 

（旅費の支給額の上限） 

第２３条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃（第１１条第１項第１号に掲げる費

用を除く。）及びその他の交通費（家族移転費のうちこれらに相当する部

分を含む。）に係る旅費の支給額は、第８条第１項各号、第９条第１項各

号、第１０条第１項各号、第１１条第１項第２号及び第３号並びに第１２

条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第６条の規定により計算し

た額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合

計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を

除く。）及び家族移転費（車賃（第１１条第１項第１号に掲げる費用に限

る。）及び宿泊手当に相当する部分を除く。）に係る旅費の支給額は、当

該各種目について第１３条、第１４条、第１６条、第１７条及び第１８条

第１項並びに第６条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、

当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

第３２条第１項中「第４７条」を「第４７条第１項若しくは第２項」に改

め、同条第２項中「第２９条第３項の規定に準じて」を「規則で定めるとこ

ろにより」に改め、「前職務相当の」を削り、同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に次の１項を加える。 

２ 任命権者は、職員について船員法第４７条第２項の規定に該当する事由



があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したとき

は、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。 

第３２条を第２５条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（旅費の返納） 

第２６条 旅費の支出又は支払をする者は、旅行者又は旅行役務提供者がこ

の条例又はこれに基づく規則（次項において「条例等」という。）の規定

に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、

当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者が条例等の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、旅費の

支出又は支払をする者は、前項に規定する返納に代えて、当該旅費の支出

又は支払をする者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与

又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

（任命権者の監督） 

第２７条 任命権者は、この条例の適正な執行を確保するため、旅行命令権

者に対して、この条例の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地

監査を行い、又はこの条例の執行について必要な措置を求めることができ

る。 

第３３条を第２８条とする。 

第３４条中「の施行に関し」を「に定めるもののほか、この条例の規定に

よる旅費の支給の手続、旅費の種目及び内容に係る細則その他この条例の実

施のため」に改め、同条を第２９条とする。 

別表を削る。 

（酒田市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 酒田市特別職の職員の給与等に関する条例（平成１７年条例第４６号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「及び車賃」を「、車賃、その他の交通費及び宿泊

手当」に改め、同項第２号中「日当、宿泊料及び食卓料」を「宿泊費」に改

め、同条第２項を削る。 

第５条第１項第１号中「及び車賃」を「、車賃、その他の交通費及び宿泊

手当」に改め、同項第２号中「日当、宿泊料及び食卓料」を「宿泊費」に改

め、同条第２項を削る。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 

常勤の特別職の職員の宿泊費 



区分 宿泊費 

市長 国家公務員等の旅費に関する法律

（昭和２５年法律第１１４号）並び

に国家公務員等の旅費に関する法律

施行令（令和６年政令第３０６号）

第９条及び第２１条第２項の規定に

より一般職の職員の給与に関する法

律（昭和２５年法律第９５号）第６

条第１項第１１号に規定する指定職

棒給表の適用を受ける職員に支給さ

れる宿泊費に相当する額 

副市長 

教育長 

一般職の職員の例による額 

 

別表第４を次のように改める。 

別表第４（第５条関係） 

非常勤の職員の宿泊費 

区分 宿泊費 

教育委員会委員 一般職の職員の例による額 

選挙管理委員会委員 

監査委員 

農業委員会委員 

固定資産評価審査委員会委員 

地方公務員法第３条第３項第２号

の職にある者 

地方公務員法第３条第３項第３号

及び第５号の職にある者 

別表第５を削る。 

（酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正） 

第３条 酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例（平成２９年条例第２８号）

の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「及び別表第５」を削る。 

（酒田市会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

第４条 酒田市会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例（平

成２９年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「日当、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、

包括宿泊費及び宿泊手当」に改める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例

（以下「新条例」という。）の規定、第２条の規定による改正後の酒田市特

別職の職員の給与等に関する条例の規定、第３条の規定による改正後の酒田

市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定及び第４条の規定による改正後

の酒田市会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に出発する旅行につい

て適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

３ 新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定する者が同条

第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場

合について適用し、第１条の規定による改正前の酒田市一般職の職員等の旅

費に関する条例第３条第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を

受けることができる場合については、なお従前の例による。 

４ 施行日以後に出発する旅行のうち令和９年３月３１日までに出発する旅行

に係る新条例第１１条第２項の規定の適用については、同項中「２２円」と

あるのは、「２９円」とする。 

５ 新条例第２６条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して

旅費の支給を受けた場合について適用する。 

（委任） 

６ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

国家公務員の旅費制度の改正等に鑑み、職員等に対して支給する旅費等に関

する制度を見直すため、所要の改正を行うものである。 



議第９６号 

  

酒田市都市計画税条例の一部改正について 

  

酒田市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

令和７年１２月９日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

  

酒田市都市計画税条例（平成１７年条例第７１号）の一部を次のように改正

する。 

  

別表広野字奥井の項中「２４９―４」の次に「、２４９―７」を加え、同表

飯森山二丁目の項中「５０９―１から５０９―１０まで」を「５０９―１、

５０９―３、５０９―４、５０９―７から５０９―１０まで」に改め、同表坂

野辺新田字古川の項中「９５まで」の次に「、９５―２」を加え、同表局字惣

田の項中「１５―５まで」を「１５―６まで」に改め、「３５―１」の次に「、

３５―３」を加え、同表市条字横枕の項中「１７―１」の次に「、１７―３」

を加え、同表（注）１中「令和６年１月１日」を「令和７年１月１日」に、同

表（注）２中「令和６年１月２日」を「令和７年１月２日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の酒田市都市計画税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税につ

いては、なお従前の例による。 

 

 

 



 （提案理由） 

 都市計画税の課税区域において変更が生じた地番等について、所要の改正を

行うものである。 



議第９７号 

  

酒田市交流ひろば設置管理条例の一部改正について 

  

酒田市交流ひろば設置管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

令和７年１２月９日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市交流ひろば設置管理条例の一部を改正する条例 

  

酒田市交流ひろば設置管理条例（平成１７年条例第２３２号）の一部を次の

ように改正する。 

  

第１１条第１項第２号ア中「午後１０時」を「午後９時」に改める。 

別表 １ 交流ひろば使用料の表備考ア中「午後９時３０分」を「午後９時」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

交流ひろばの開館時間並びに研修室及び調理室の使用時間の変更に関し、所

要の改正を行うものである。 



議第９８号 

  

酒田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の制定について 

  

酒田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次の

ように制定する。 

  

令和７年１２月９日提出 

  

  

酒田市長 矢 口 明 子 

  

  

酒田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号。以下「基準府令」という。）

において使用する用語の例による。 

（乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第３４条の１６第１項の規定に基づき条例で定める乳児等通園支援

事業の設備及び運営に関する基準は、次条及び第５条に定めるもののほか基

準府令の定めるところによる。 

（一般型乳児等通園支援事業所の乳児室の面積の基準） 

第４条 一般型乳児等通園支援事業所の乳児室の面積は、乳児又は満２歳に満

たない幼児１人につき３．３平方メートル以上であるものとする。 

（暴力団員等の排除） 

第５条 乳児等通園支援事業を実施する事業者及び従事する職員は、酒田市暴

力団排除条例（平成２４年条例第１０号）第２条第１号及び第３号に規定す

る暴力団及び暴力団員等であってはならない。 



（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準について規定するため、新たに条例を制定するものである。 



議第９９号 

 

水道事業の統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

 水道事業の統合に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 

 

  令和７年１２月９日提出 

 

 

                    酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

水道事業の統合に伴う関係条例の整備に関する条例 

  

（酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１７年条

例第１７１号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

酒田市下水道事業の設置等に関する条例 

第１条第１項を削り、同条第２項を同条とする。 

第２条第１項中「前条第１項の簡易水道事業及び小規模水道」を「下水道

事業」に改め、同条第２項を削る。 

第３条第１項中「水道事業及び」及び「（以下「上下水道事業」という。）」

を削り、同条第２項を削り、同条第３項中「別表第２」を「別表第１」に改

め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「別表第３」を「別表第２」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第５項を同条第４項とする。 

第４条第１項中「上下水道事業」を「下水道事業」に改め、同条第２項中

「上下水道事業」を「下水道事業」に、「上下水道部」を「建設部」に改め

る。 

第５条を削る。 

第６条中「上下水道事業」を「下水道事業」に改め、同条を第５条とする。 

第７条中「第２４３条の２の９第８項」を「第２４３条の２の８第８項」

に、「上下水道事業」を「下水道事業」に改め、同条を第６条とする。 

第８条中「上下水道事業」を「下水道事業」に改め、同条を第７条とする。 

第９条第１項及び第２項第３号中「上下水道事業」を「下水道事業」に改



め、同条を第８条とする。 

別表第１を削り、別表第２を別表第１とし、別表第３を別表第２とする。 

（酒田市情報公開条例の一部改正） 

第２条 酒田市情報公開条例（平成１７年条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条第１号中「水道事業及び」を削る。 

（酒田市職員定数条例の一部改正） 

第３条 酒田市職員定数条例（平成１７年条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「上下水道」を「下水道」に改める。 

第２条第１号中「７４３人」を「７８３人」に改め、同条第２号中「上下

水道」を「下水道」に、「７０人」を「３０人」に改める。 

（酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第４条 酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年条例第３９

号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項第３号中「酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び

基準を定める条例」を「酒田市下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を

定める条例」に改める。 

（酒田市下水道条例の一部改正） 

第５条 酒田市下水道条例（平成１７年条例第１５６号）の一部を次のように

改正する。 

第２２条第１項の表備考２中「酒田市水道事業給水条例（平成２０年条例

第２８号）第２９条第１項に規定する定例日」を「庄内広域水道企業団給水

条例（令和８年庄内広域水道企業団条例第 号）に規定する定例日（以下

「定例日」という。）」に改める。 

  第２５条第３項に次のただし書を加える。 

ただし、庄内広域水道企業団給水条例の規定により算定した水道料金に

係る督促分と併せて督促状を発した場合においては、これを徴収しない。 

（酒田市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第６条 酒田市農業集落排水処理施設条例（平成１７年条例第１６０号）の一

部を次のように改正する。 

第１２条第１項の表備考２中「酒田市水道事業給水条例（平成２０年条例

第２８号）第２９条第１項に規定する定例日」を「庄内広域水道企業団給水

条例（令和８年庄内広域水道企業団条例第 号）に規定する定例日（以下

「定例日」という。）」に改める。 



（酒田市合併処理浄化槽条例の一部改正） 

第７条 酒田市合併処理浄化槽条例（平成１７年条例第１６１号）の一部を次

のように改正する。 

第１３条第１項の表備考２中「酒田市水道事業給水条例（平成２０年条例

第２８号）第２９条第１項に規定する定例日」を「庄内広域水道企業団給水

条例（令和８年庄内広域水道企業団条例第 号）に規定する定例日（以下

「定例日」という。）」に改める。 

（酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改

正） 

第８条 酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平

成１７年条例第１７２号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

酒田市下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

第１条中「上下水道事業」を「下水道事業」に改める。 

第４条第１項中「水道事業及び」を削る。 

第２８条中「上下水道事業」を「下水道事業」に改める。 

（酒田市水道料金等審議会条例の一部改正） 

第９条 酒田市水道料金等審議会条例（平成１７年条例第２２９号）の一部を

次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

酒田市下水道使用料等審議会条例 

第１条中「酒田市水道料金等審議会」を「酒田市下水道使用料等審議会」

に改める。 

第２条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号までを１

号ずつ繰り上げる。 

第６条中「上下水道部」を「建設部（酒田市下水道事業の設置等に関する

条例（平成１７年条例第１７１号）第４条第２項の規定により設置するもの

をいう。）」に改める。 

（酒田市大台野飲雑用水供給施設設置管理条例の一部改正） 

第１０条 酒田市大台野飲雑用水供給施設設置管理条例（平成２３年条例第７

号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「酒田市水道事業給水条例（平成２０年条例第２８号）第９条第

１項」を「庄内広域水道企業団給水条例（令和８年庄内広域水道企業団条例

第 号）」に改める。 

（酒田市公文書等の管理に関する条例の一部改正） 



第１１条 酒田市公文書等の管理に関する条例（令和３年条例第３号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第１号中「水道事業及び」を削る。 

（酒田市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第１２条 酒田市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第３０

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「水道事業及び」を削る。 

（酒田市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第１３条 酒田市議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第３５号）

の一部を次のように改正する。 

  第１２条第２項第３号中「水道事業及び」を削る。 

（酒田市水道事業給水条例及び酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管

理者に関する条例の廃止） 

第１４条 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 酒田市水道事業給水条例（平成２０年条例第２８号） 

(2) 酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例（平成２４

年条例第３９号） 

附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

２ 令和８年５月３１日まで及び同年１１月３０日までに第１条の規定による

改正後の酒田市下水道事業の設置等に関する条例（以下「新条例」という。）

第８条第１項の規定により同項の業務の状況を説明する書類を作成する場合

においては、令和７年度の水道事業に関するものを含めて行うものとする。 

３ 新条例の規定は、令和８年度以後の下水道事業から適用し、令和７年度ま

での上下水道事業については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

（提案理由） 

庄内広域水道企業団に水道事業が統合されることに伴い、関係条例を整備す

るものである。 



議第１００号 

 

酒田市下水道条例等の一部改正について 

 

酒田市下水道条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和７年１２月９日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

酒田市下水道条例等の一部を改正する条例 

 

（酒田市下水道条例の一部改正） 

第１条 酒田市下水道条例（平成１７年条例第１５６号）の一部を次のように

改正する。 

第１２条第１項中「技術」を「技能」に改め、同項に次のただし書を加え

る。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公

営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水

道事業の管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要がある

と認めるときは、この限りでない。 

（酒田市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第２条 酒田市農業集落排水処理施設条例（平成１７年条例第１６０号）の一

部を次のように改正する。 

第６条中「指定した者」を「指定したもの」に改め、同条に次のただし書

を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公

営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水

道事業の管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要がある

と認めるときは、この限りでない。 

（酒田市合併処理浄化槽条例の一部改正） 

第３条 酒田市合併処理浄化槽条例（平成１７年条例第１６１号）の一部を次

のように改正する。 



第８条に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公

営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水

道事業の管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要がある

と認めるときは、この限りでない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

災害その他非常の場合において、円滑な復旧工事の実施を図るため、他の市

町村長等の指定を受けた者が排水設備等の工事を行うことができるよう、所要

の改正を行うものである。 



議第１０１号 

 

酒田市松山歴史公園の指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び第５項の 

規定により、酒田市松山歴史公園の指定管理者として、次のとおり指定すること

について、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和７年１２月９日提出 

 

 

                     酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

管理を行わせる施設

の名称及び所在地 

指 定 管 理 者 

指 定 の 期 間 
所 在 地 名  称 

酒田市松山歴史公園

酒田市字新屋敷３６

番地の２ 

酒田市字本町９ 

番地 

特定非営利活動法人

まちづくり net 松山 

理事長 後藤 俊 

令和８年４月１日 

から令和１３年３ 

月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

酒田市松山歴史公園の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求めるものである。 



議第１０２号 

 

請負契約の変更について 

 

 本市は、令和７年議第６２号により議決を得た請負契約（鳥海小学校屋内運動場

改修工事（建築工事））の契約金額を下記のとおり変更するものとする。 

 

令和７年１２月９日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子    

 

 

記 

 

「３ 契約の金額   １億８，５９０万円」を「３ 契約の金額  １億 

９，２５６万６，０００円」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

株式会社丸高と請負契約を締結した鳥海小学校屋内運動場改修工事（建築工事）

において、外壁下地調査にて確認された、ひび割れ箇所の改修経費を増額する

ため、請負契約の金額を変更することについて、議会の議決を求めるものであ

る。 



議第１０３号 

 

請負契約の変更について 

 

 本市は、令和７年議第７２号により議決を得た請負契約（光ケ丘野球場及び屋内

練習場人工芝改修工事）の契約金額を下記のとおり変更するものとする。 

 

令和７年１２月９日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子    

 

 

記 

 

「３ 契約の金額   ５億２，８００万円」を「３ 契約の金額  ５億 

２，８３２万２，３００円」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

大井建設株式会社と請負契約を締結した光ケ丘野球場及び屋内練習場人工芝

改修工事において、敷鉄板等に係る経費を増額するため、請負契約の金額を変更

することについて、議会の議決を求めるものである。 



議第１０４号 

 

酒田市身体障害者福祉センターの指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び第５項の 

規定により、酒田市身体障害者福祉センターの指定管理者として、次のとおり指

定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和７年１２月９日提出 

 

 

                     酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

管理を行わせる施設 

の名称及び所在地 

指 定 管 理 者 

指 定 の 期 間 

所 在 地 名   称 

酒田市身体障害者

福祉センター 

酒田市北今町３番

８号 

酒田市北今町３番

８号 

特定非営利活動法 

人酒田市障がい者 

福祉会 理事長  

佐藤 健治 

令和８年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

酒田市身体障害者福祉センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第 

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものである。 



議第１０５号 

 

眺海の森ふれあい研修施設の指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び第５項の規

定により、眺海の森ふれあい研修施設の指定管理者として、次のとおり指定する

ことについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和７年１２月９日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

管理を行わせる施設

の名称及び所在地 

指 定 管 理 者 
指 定 の 期 間 

所 在 地 名  称 

眺海の森ふれあい研

修施設 

酒田市田沢字苗代沢

９２番地  

 

 

酒田市田沢字田沢 

新田５４番地 

田沢新田自治会 

会長 加藤 芳夫 

令和８年４月１日 

から令和１１年３ 

月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

眺海の森ふれあい研修施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものである。 



議第１０６号 

 

悠々の杜温泉施設、悠々の杜直売・食材供給施設及び悠々の杜活性

化施設の指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び第５項の規

定により、悠々の杜温泉施設、悠々の杜直売・食材供給施設及び悠々の杜活性化

施設の指定管理者として、次のとおり指定することについて、同条第６項の規定

により、議会の議決を求める。 

 

令和７年１２月９日提出 

 

 

                  酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

管理を行わせる施設

の名称及び所在地 

指 定 管 理 者 
指 定 の 期 間 

所 在 地 名  称 

悠々の杜温泉施設 

酒田市山楯字南山

３２番地の４  

酒田市山楯字南山

３２番地４ 

ひらた悠々の杜 

株式会社 

代表取締役 

安川 智之 

令和８年４月１日 

から令和１１年３ 

月３１日まで 

悠々の杜直売・食材

供給施設 

酒田市山楯字南山

３２番地の４  

悠々の杜活性化施設 

酒田市山楯字南山

３２番地の４  

 

（提案理由） 

悠々の杜温泉施設、悠々の杜直売・食材供給施設及び悠々の杜活性化施設の指

定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会

の議決を求めるものである。 



議第１０７号 

 

酒田市日和山交流観光拠点施設の指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び第５項の規

定により、酒田市日和山交流観光拠点施設の指定管理者として、次のとおり指定

することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和７年１２月９日提出 

 

 

                  酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

管理を行わせる施設

の名称及び所在地 

指 定 管 理 者 
指 定 の 期 間 

所 在 地 名  称 

酒田市日和山交流観

光拠点施設 

酒田市日吉町二丁目

９番３７号  

 

 

酒田市みずほ二

丁目１７番地の

８ 

株式会社平田牧場  

代表取締役 

新田 嘉七 

令和８年４月１日 

から令和１３年３ 

月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

酒田市日和山交流観光拠点施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものである。 



議第１０８号 

 

請負契約の締結について 

 

 本市は、公共土木施設災害復旧事業令和７年度公共災害復旧工事（第１工区）

の請負契約を下記のとおり締結するものとする。 

 

  令和７年１２月９日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子  

 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  公共土木施設災害復旧事業令和７年度公共災害復旧工事

（第１工区） 

２ 契 約 の 方 法  条件付き一般競争入札による契約 

３ 契 約 の 金 額  ２億６，３８９万円 

４ 契約の相手方  酒田市木川字東中道２９番地の８ 

Ｔ＆日本メンテ開発株式会社 

代表取締役社長 土 門 雅 仁 

５ 工    期  契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 公共土木施設災害復旧事業令和７年度公共災害復旧工事（第１工区）の請負契

約を締結するため、議会の議決を求めるものである。 



公共土木施設災害復旧事業令和７年度公共災害復旧工事（第１工区）

位 置 図 標準断面図
工事箇所

八幡総合支所

河川災害復旧工事（左岸） L=279.75ｍ

河川災害復旧工事（右岸） L=370.9ｍ

河川災害復旧工事 L=470.9ｍ

平 面 図
数 量

      一式
  A＝2795㎡
  N=9箇所
  N=13箇所
      一式
  L=10ｍ
  A=20㎡
      一式

 舗 装 工
 仮 設 工

工 種
 土 工
 コンクリートブロック積工
 小口止工
 隔 壁 工
 排 水 工
 擁 壁 工

工事概要

議第１０８号資料



議第１０９号 

 

請負契約の締結について 

 

 本市は、林道熊沢線２号箇所災害復旧工事の請負契約を下記のとおり締結する

ものとする。 

 

  令和７年１２月９日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子  

 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  林道熊沢線２号箇所災害復旧工事 

２ 契 約 の 方 法  条件付き一般競争入札による契約 

３ 契 約 の 金 額  １億７，９７４万円 

４ 契約の相手方  酒田市麓字横道１７番地の３ 

出羽工業株式会社 

代表取締役 齋 藤  伸 

５ 工    期  契約締結の日から令和８年１１月３０日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 林道熊沢線２号箇所災害復旧工事の請負契約を締結するため、議会の議決を求

めるものである。 



酒田市役所

八幡総合支所

平田総合支所

松山総合支所

事業箇所

酒田市 上青沢

位 置 図
議第１０９号資料

事業名

工事名

位　置

林業用施設災害復旧事業

林道熊沢線２号箇所災害復旧工事

酒田市　上青沢 地内



事業名

工事名

位　置

林業用施設災害復旧事業

林道熊沢線２号箇所災害復旧工事

酒田市　上青沢 地内

平 面 図



議第１１０号 

 

請負契約の締結について 

 

 本市は、（繰越明許費）令和７年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復

旧工事（その１０）の請負契約を下記のとおり締結するものとする。 

 

  令和７年１２月９日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子  

 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  （繰越明許費）令和７年度農地・農業用施設災害復旧事

業農地等災害復旧工事（その１０） 

２ 契 約 の 方 法  条件付き一般競争入札による契約 

３ 契 約 の 金 額  ３億３，３６３万円 

４ 契約の相手方  酒田市新橋五丁目１番地の６ 

荘内土木株式会社 

代表取締役 千 葉 雅 仁 

５ 工    期  本工事は、余裕期間を設定した工事である。 

工事の始期日から起算して３５９日間（ただし、令和８ 

年４月１日（工事の始期日期限）までに工事を開始する 

こと。） 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 （繰越明許費）令和７年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事

（その１０）の請負契約を締結するため、議会の議決を求めるものである。 



 

 

 

全体位置図 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去58,250㎥、流出土砂盛土2,450㎥

▽農業用施設復旧

　水路復旧1,752ｍ、道路復旧1,129ｍ

　ユニット清掃52個所、パイプライン復旧144ｍ

工事概要（全体）

議第１１０号資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図＿北青沢字大畑地区 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去4,100㎥、流出土砂盛土150㎥

▽農業用施設復旧

　道路復旧107ｍ、ユニット清掃６個所

工事概要（大畑）

議第１１０号資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去6,800㎥

▽農業用施設復旧

　水路復旧385ｍ、ユニット清掃８個所

工事概要（南ノ前田）

平面図＿上青沢字南ノ前田地区 議第１１０号資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図＿大蕨字坂ノ下地区 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去1,350㎥

▽農業用施設復旧

　ユニット清掃１個所

工事概要（坂ノ下）

議第１１０号資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去41,100㎥、流出土砂盛土2,300㎥

▽農業用施設復旧

　水路復旧1,145ｍ、道路復旧1,022ｍ

　ユニット清掃29個所、パイプライン復旧144ｍ

工事概要（大坪）

平面図＿下青沢字大坪地区 議第１１０号資料 



 

 

 
平面図＿大蕨字石田前地区 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去4,900㎥

▽農業用施設復旧

　水路復旧222ｍ、ユニット清掃８個所

工事概要（石田前）

議第１１０号資料 
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